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むつ市教育大綱 ② 学校教育の充実 ＜ 案 ＞

義務教育に於いて，すべての子ども達に社会的自立の基礎を身に付けさせるため

に，個に応じた指導の充実を図るとともに，各種教育施設の充実等に取り組み，一

人一人が持つ可能性を最大限伸長させることができる態勢の構築に努めます。

・「知識・理解」を習得し，その活用により「思考力・判断力・表現力」等を

育むとともに，「主体的・協働的に学習に取り組む態度」の育成に努める。

・体力・運動能力の向上に向けた運動習慣や健康的な生活習慣の育成に努める。

・いじめの防止等に向けた他を思いやる心や，望ましい規範意識・倫理観を備

えた豊かな心の育成に努める。

また，通常の学級に在籍する子ども達を含めた特別支援教育の充実に取り組み，

各自の教育的ニーズに基づいた合理的な配慮に基づく，全校態勢による，生涯を見

据えたきめ細かな指導・支援に努めます。

さらに，小中一貫教育を中核とし，幼児教育から高等教育までを見通した，発達

段階に即した体系的な教育の充実に取り組み，地域や関係機関との連携・協働のも

と，社会的自己実現を果たし，生涯を通じて意欲的に学び続ける態度の育成に努め

ます。

加えて，社会教育とも連携し，ふるさとへの愛着と誇りを育む教育の推進に取り

組むとともに，急速な社会の変化に適切に対応するため，キャリア教育の充実に努

め，国際的なコミュニケーション能力や異文化への寛容性を併せ持ち，未知の課題

に対応できるグローバル人材の育成に努めます。

なお，本項目に係る施策の具体化は『むつ市教育プラン』によるものとします。
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むつ市教育大綱 ② 学校教育の充実 ＜ 案・補足 ＞

（ 下記，枠内 ※ 以下は補足説明であり，大綱には記載いたしません ）

義務教育に於いて，すべての子ども達に社会的自立の基礎を身に付けさせるため

に，個に応じた指導の充実を図るとともに，各種教育施設の充実等に取り組み，一

人一人が持つ可能性を最大限伸長させることができる態勢の構築に努めます。

・「知識・理解」を習得し，その活用により「思考力・判断力・表現力」等を

育むとともに，「主体的・協働的に学習に取り組む態度」の育成に努める。

・体力・運動能力の向上に向けた運動習慣や健康的な生活習慣の育成に努める。

・いじめの防止等に向けた他を思いやる心や，望ましい規範意識・倫理観を備

えた豊かな心の育成に努める。

※ 公教育としての責任（全ての児童生徒に一定基準の学力を保障）

※ 上限を設定しない“能力発揮の機会と指導・支援の保障”

※ 「社会に出て頑張っていける人間力」の育成

※ 互いに認め合い，高め合う集団づくり

また，通常の学級に在籍する子ども達を含めた特別支援教育の充実に取り組み，

各自の教育的ニーズに基づいた合理的な配慮に基づく，全校態勢による，生涯を見

据えたきめ細かな指導・支援に努めます。

※ 児童・生徒の側に立った教育課程の編成と指導・支援の充実

※ 全教職員による意図的・協働的な特別支援教育の推進

※ 進学・職業的自立を視野に入れた，計画的・継続的な指導・支援の実践

さらに，小中一貫教育を中核とし，幼児教育から高等教育までを見通した，発達

段階に即した体系的な教育の充実に取り組み，地域や関係機関との連携・協働のも

と，社会的自己実現を果たし，生涯を通じて意欲的に学び続ける態度の育成に努め

ます。

※ 学校間の接続期を「大きな飛躍の機会」と捉え，十分な配慮・準備・支

援により連続した成長を保障

※ 前期・中期・後期それぞれにおける指導のより一層の充実と，質の向上

※ 市内研究機関との連携，“広い世界を体験する機会”の提供

※ 高等教育の体験による，より高い学習意欲及び就学意欲の喚起

加えて，社会教育とも連携し，ふるさとへの愛着と誇りを育む教育の推進に取り

組むとともに，急速な社会の変化に適切に対応するため，キャリア教育の充実に努

め，国際的なコミュニケーション能力や異文化への寛容性を併せ持ち，未知の課題

に対応できるグローバル人材の育成に努めます。

※ 自らの文化への愛着に立脚した異文化の理解・尊重と継続した語学指導

※ 初等教育からの発達段階に即した“連続したキャリア教育”の充実

※ グローバル社会をよりよく生きるための主体性，協調性，活用力の育成

なお，本項目に係る施策の具体化は『むつ市教育プラン』によるものとします。
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長期総合計画 基本計画

（３）教育の充実

④スポーツ・レクリエーション活動の充実

生涯スポーツ社会の実現のため、スポーツ推進計画の策定、関係団体に対する支援、

スポーツ指導者の要請、各種スポーツ教室の開催、総合体育館等の施設の整備に努め、

活動の充実を図る。

【主要計画】

１）スポーツ・レクリエーション活動の推進

①スポーツ・レクリエーション団体の育成と活動支援

・むつ市体育協会活動支援

・むつ市スポーツ少年団活動支援

・青森県民駅伝競走大会むつ市実行委員会活動支援

・学校体育施設開放事業の実施によるスポーツ活動支援

・各種大会開催支援（高体連や競技団体が主催する大会補助）

②スポーツの推進に関する計画の策定

・むつ市スポーツ推進計画の策定（平成26年3月）

・むつ市スポーツ施設整備計画の策定（平成26年3月）

２）スポーツ指導者の養成

①スポーツ指導者の養成

・むつ市スポーツ推進委員の委嘱、各種研修会の受講

・むつ市スポーツ少年団認定員資格取得のための支援

②指導者・団体等のデータバンク整備、初心者対象の各種スポーツ教室の開催

・「スポーツ」団体・サークル一覧（生涯学習課）

・市民スポーツ教室の開催

・少年スポーツ教室の開催（鹿島アントラーズサッカー教室、少年野球ふれあい教室）

３）スポーツ・レクリエーション施設の整備

体育施設の計画的な整備

・新体育館の建設

・各種体育施設の計画的な整備・充実
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【課題】

１）スポーツ・レクリエーション活動の推進

・むつ市体育協会の組織力強化

人員増など体制整備を含めた組織力強化を図り、更なる事業展開により、スポーツ人口の

拡大に繋げていくことが望まれる。

・むつ市スポーツ少年団加盟の各団の指導者育成支援

スポーツ少年団の指導者である「認定員」について、各団で登録者の増員を図る必要があ

る。

２）スポーツ指導者の養成

・スポーツ指導者の養成

スポーツ推進委員として、各種研修により身につけた知識･技術を活かし、スポーツ推進

事業の展開を図る必要がある。

・スポーツ教室の開催

現在行っているプロ選手などによるスポーツ教室の継続と、むつ市出身のアスリートなど

によるスポーツ教室の実現を図り、子ども達が直接トップアスリートとふれあえる機会を

増やすことが望まれる。

３）スポーツ・レクリエーション施設の整備

・スポーツ施設整備

不足しているスポーツ活動の場として、新体育館の早期建設が必要である。

老朽化が見られるスポーツ施設の整備・充実が必要である。

【今後の方向性】

・むつ市体育協会の組織力を活かし、様々な事業展開により、スポーツ人口の拡大に努める。

・むつ市スポーツ少年団を、むつ市体育協会の所属とし、実施事業の多様化を図ると共に、

加盟する団への指導者派遣などが円滑に進むよう環境整備を図る。

・むつ市スポーツ推進計画で設定した、基本目標に従って施策を推し進める。

・スポーツ指導者の養成

スポーツ推進委員としての資質向上を図り、スポーツコーディネーターとして、学校や

スポーツ団体などの要請に応じて指導や調整を行う。

・スポーツ施設整備について、新体育館の早期建設に向けて取り組みを進める。

・既存施設については、策定予定の公共施設等総合管理計画との整合を図り、維持管理経費

の縮減に努めながら改修を進める。
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